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1. はじめに 

一定の必要を 満たすために 人の作るもの ，あ 

るいは探し求めるものであ る事物，技術， シス 

テム，制度その 他のものの本質についての 認識 

は ， これらのものの 機能，構造，操作等のあ り 

方を規定する。 これは人間界のあ らゆる局面に 

妥当する。 たとえ ぱ 船舶の一種たる 商船につい 

てみるならば ，一般にこれを ，一定数量の 人員 

や貨物を積載して ，河川，湖沼，海洋等を 航行 

し ，輸送する手段として 認識するところから ， 

商船には，一定数量の 人員や貨物を 積載して水 

上を航行することのできる 機能が期待される。 

そしてこの機能が 発揮できるように 商船の構造 

が定まり， またこれが水上を 一定の速度で 安全 

に 運行することができるように 操作される。 こ 

のようにその 木質認識に従って ，船舶の機能， 

構造，操作等が 規定されるのであ るから， 同じ 

く船舶であ っても， これをまったく 別個な目的 

を 果すためのものとしての 本質認識を行 う なら 

ば， これに期待される 機能，構造，操作等 は別 

なものとして 規定されることなる。 

人が一定の社会的必要を 満たすために 長い年 

月を経て作りあ げた企業会計についても ，上に 

述べたことはそのまま 妥当する。 つまり会計を 

して， いかなる社会的必要を 満たすための 測 

定・伝達システムと 観念するかによって ，会計 

の果たすべき 目的が設定され ，その本質認識に 

従って，機能，構造，操作等が 規定される。 本 

稿 においてとりあ げた企業会計上の 資産概念に 

ついても，その 木質認識のいかんによって ，機 
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能 ，構造 ( 範囲 ), 操作等が相違する。 会計学の 

発展 史 のなかで，資産の 観念が変遷し ，その範 

囲，測定方法等について 常に議論がなされてぎ 

たのも， まさに企業会計上資産についての 本質 

認識が，企業会計に 対する社会的要請に 応じ， 

時と場所によって 相違していたからにほかなら 

ない。 

本稿では，以上に 述べたごとき 物の見方をま 

ず明らかにし ，次にこれを 手がかりとして ， 重 

要 な資産の本質観の 特質を種々の 角度から考察 

することを課題としている。 このような作業を 

行なう目的は ，企業会計とい 5, 社会的必要を 

充足するために ，人が作りあ げた測定・伝達シ 

ステムの存在の 本質を究明し ， これによって 会 

計 学の再点検を 試みようとすることにあ る。 

そこでまず最初に ，一般的に事物の 木質認識 

のための基本図式について 述べ ， 次にこの思考 

法を資産の本質認識に 適用するための 一段階と 

して，資産の 属性について 考察する。 そしてこ 

れらの基礎作業に 基づいて代表的な 資産の木質 

観 をとりあ げ， これを検討し ，その特質を 明ら 

かにすることにしたい。 

11. 事物の本質認識の 基本図式 

一般に，あ る必要ないし 要求が生じたときに ， 

これを充足しょうとする 目的と当該目的達成の 

ための手段との 間には，密接な 関連があ る。 人 

の 作った，あ るいは探し求めた 事物，技術， シ 

ステム，制度等は ，すべて人の 必要や要求を 充 

足するための 手段であ る。 そこでこれらのもの 
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0 本質を認識し ，その機能，構造，操作等を 明 

らかにするにさいしては ， 目的と手段との 関係 

を依りどころとすることが 有効であ ると考えら 

れる。 本節では， 目的・手段の 関係をてがかり 

として，事物等の 本質認識をめぐる 問題につい 

て 考察し，以後の 節における展開の 基礎作業と 

したいと思 う 。 

人は，あ る必要ないし 要求が生じたとき レこ ， 

これを充足するための 行動を展開する。 必要を 

満たすためには ，これを充足することのできる 

手段を探究しなければらない。 あ る要求を充足 

することのできる 手段たる事物，技術， システ 

ム，制度等が 作り出され，あ るいは探し求めら 

れ， これが必要充足のために 利用される。 手段 

たる事物等は ，必要を充足することのできる 機 

能を発揮できなければならないのであ り， さら 

にかかる機能が 発揮でき ぅ るためには，一定の 

構造を有することが 必要であ る。 この ょう にし 

て事物等は一定の 構造をもって 必要を充足し ぅ 

る 機能が発揮できる よう 操作され，結局におい 

て所期の目的を 達成することができる よう 制御 

されるのであ る。 これらの関係を 図解するなら 

ば，次のとおりであ る。 

( 目 自切 
( 手 段 ) 

必要の発生 必要の充足充足手段の 探究 事物，技術・ ンステム， 制 機能 
支等 構造 

操 作 

図Ⅰ 

この図式によって ，発生した必要を 充足する 

ための手段の 探究とこれを 操作して必要を 満た 

す過程が明らかにされる。 すなわち発生した 必 

要を充足するための 手段がどのようなものでな 

げればならないか ，そしてそれが 必要を充足し 

ぅ るため V こは ， どのような機能を 発揮できなけ 

ればならないか ， さらにその ょう な機能が発揮 

できるためには ，いかなる構造をもたなければ 

ならないか，そしてかかる 構造を有する 事物が， 

必要の充足のために 機能するためには ， これが 

どのように操作されなければならないかという 

一連の意思決定のプロセスが 示されているので 

あ る。 したがってこの 図式は，必要の 充足とい 

う問題解決のための 方法を， 目的達成のための 

手段の探究と 操作という形で 表明しているので 

あ る。 

ところで現在においてすでに 存在している 事 

物，技術， システム，制度等の 木質を認識する 

場合にも，以上に 述べたごとき 目的・手段の 関 

係 が非常に役に 立つ。 いま 現ヮこ 存在する事物に 

ついて，その 本質を認識しようとする 場合には， 

それがいかなる 目的に役立つための 手段性を有 

しているか レ こついての考慮が 必要であ る。 そし 

てその手段たる 事物が目的たる 必要充足のため 

にいかなる機能を 発揮し ぅ るか， またその ょう 

な機能を発揮し ぅ るために， どのような構造を 

有しているかが 明らかにされる。 そして最後 

に，かかる構造をもっ 手段たる事物が ， 目的達 

成にむけてその 機能を発揮するために ， これが 

どのように操作されているかが 解明される。 

以上の関係を 図解するならば 次のようになる 

であ ろう。 

事物等 ( 手段 ) 機 能 
構 造 

日 日 り 具 ・ 体 的 存 在 操 作 

認識 = 概念的把握 

図 2 

この図式において ，事物等の具体的存在は ， 

達成すべ き 目的とのかかわり 合いにおし 、 て， そ 

の木質の認識すなわち 概念的把握がなされ ， こ 

の認識をもとにして ，具体的存在たる 事物等の 

機能，構造および 操作が明らかにされることが 

示されている。 このようにして ，現在存在する 

事物等についての 総合的な本質認識が 行なわれ 

る。 

ところでここに 問題とされなければならない 

ことは，実際には 一つの事物については 必 らず 

一つの本質認識しかあ りえないというものでは 
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ないことであ る。 すなわち，現在存在する 事物 

等について， 複数の種類の 使途があ る場合 ン こ 

は，それとの 関連において ，そのものの 木質認 

識に多様性が 生ずるのであ る。 そしてそれを 受 

けて，構造は 一定であ るとしても，その 機能。 こ 

ついて別のことが 要求され， またそれにつれて 

操作も異なる 結果となる。 そしてときには ，木 

質認識，機能および 操作の相違から 構造そのも 

のもこれらに 合わせて変化し ，適応することも 

少 くない。 このように同一の 事物等につぎ ，そ 

の使途との関係において 本質認識，機能，構造， 

操作等を異にする 場合があ りうることがとくに 

注目されなければならない。 このようにして 目 

的遂行のための 手段としての 性格をもつ，人の 

作ったあ るいは探し求めた 事物等は ， 常にその 

使用目的によって ，本質認識，機能，構造およ 

び操作が規定せられるものであ ることが強調さ 

れなければならない。 

これについて 一例をあ げて説明することにし 

ょう。 いまワインについて ， これを上等のアル 

コール飲料と 認識するのであ れば，上品質のも 

のを一定量醸造し ， これをかなり 高い値段で販 

売することになろう。 そしてこれを 飲ませる 場 

所も高級レストランや 高級バ ー となる。 またこ 

れを飲む場合も ，高級衣料理を 食べながらとい 

うことになろ う 0 これに対して ， ワインは " ン 

や 肉や牛乳と同様 p こ ，栄養をとることを 目的と 

した飲料であ ると認識するならば ，普通の品質 

のものを，大量に 生産し， これを比較的安い 価 

格で販売することになり ， これを飲む場所も ， 

大衆食堂や家庭ということになろう。 そして食 

事のたびごとにこれを 飲用することとなる。 現 

実には，上等のものから 並のものまで 各種の品 

質のものが生産，販売されて ，必要に応じて 使 

いわけられている。 

以上の考え方は ，人の作った 諸々の事物，技 

術， システム，制度等の 本質認識とその 操作 ジこ 

関する実態分析および 目的達成のための 手段の 

探究のために 広く適用することができる。 この 

思考法を会計学上の 諸問題の研究や 分析に応用 

するならば，種々と 成果をあ げうるものと 思わ 

れる。 本稿でほ， これを会計学上の 資産概念の 

本質認識とその 測定という操作の 問題の理解の 

ために適用することを 課題としている。 そこで 

この問題を展開するにあ たり，次の段階として 

資産の属性に 関する一般的認識について 考察す 

ることにしたい。 資産の木質についての 一般的 

属性 は ， 特定の会計観に 偏ることなく ， 中立 

的，一般的にみて 資産たるべき 要件を意味して 

いる。 一定の会計観に 立脚する会計学上の 資産 

の本質 親 は， この一般的属性をふまえて ，資産 

をあ る視点より認識することによってえられる 

ものであ る。 以下しばらく 資産の一般的属性に 

ついて言及することにしょ ミノ 

I11. 資産の属性についての 一般的認識 

資産の本質親等についての 考察に入るにあ た 

って， まず最初に， どのような本質観に 立脚し 

ようと， とに 角 一般に会計学上資産たりうる 最 

小限度不可欠の 要件について 明らかにしておか 

なければならない。 

一般に会計上の 資産概念については ，次の 4 

つの属性ないし 要件が必要とされる。 これほ資 

産たるべき資格， すなわち資産性の 要件であ 

る。 

その第一は，財貨，権 利などが特定の 企業に 

よって所有されているか ，その管理下におかれ 

ていることであ る。 

第二 は ，当該財貨等を 企業が取得するにあ た 

って，一定の 対価の支払，すなわち 経済価値の 

犠牲を必要とすることであ る。 

第三に，第二の 属性との関連において ，当該 

財貨等が貨幣価値的に 測定され ぅ ることであ 

る。 

第四 は ，当該財貨等が 企業に対して 効益を発 

揮し ぅ ることであ る。 

次にこれら 4 つの要件について ， さらに説明 

を加えることにしょう。 

第一の点についてみるならば ，資産たるべき 
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財貨，権 利等は必らず 特定の企業に 所有されて 

いるか， あ るいは企業に 帰属してその 管理下に 

おかれていなければならない。 この場合当該財 

貨等について ，企業が必らずしも 所有権 をもっ 

ていなければならない 必要はない。 ものによっ 

てはそれについてその 性質上所有権 が設定され 

えないこともあ るからであ る。 たとえば営業権 

は営業譲渡を 受けた ょ 5 な 場合に，有償取得さ 

れるものであ るが， これについて 所有権 が設定 

されるというような 性格のものでほない。 それ 

故に， この第一の要件ほ ，当該財貨等が 企業の 

所有権 下にあ る場合だげに 限定するのほ 狭きに 

しっするのであ って，企業がそれを 支配する権 

限をもち，かつ 企業がその経営目的のために 自 

由 に利用しうる 場合をも含めるのが 現実的であ 

る。 要するに，第一の 要件は，企業が 当該財貨 

等を自已の支配管理下において ， 自由にその目 

的活動に利用可能な 状態にあ ることを意味して 

いる。 したがって，たとえ 経済財であ っても， 

誰にも所有されておらず ， また何人かの 支配管 

理下におかれていない 限り，第一の 属性をそな 

えているとはいえないのであ る。 

第二の属性 は ，資産たるべ き 財貨，権 利等は 

経済財であ るということであ る。 すなわち資産 

たるべき財貨，権 利等 は ， これを取得するにあ 

たって，貨幣の 支払い，所有する 財貨や権 利と 

の交換等，何らかの 経済価値の犠牲を 必要とす 

る。 この ょう な対価の支払いなくしては ， 当該 

財貨等は企業の 所有物となりえず ， または企業 

がその支配管理下においてこれを 利用すること 

ができないのであ る。 かくて第二の 属性は第一 

の属性とったがりを 有することとなる。 なお贈 

与を受けた財貨等については ，経済価値の 犠牲 

を 伴わないので ，第二の属性を 有しないことに 

なるが， この場合には ， また別な配慮が 必要と 

されよ う 。 

第二の属性との 関連において ，第三の属性と 

して資産たるべ き 財貨等は，貨幣価値的測定の 

対象となりうる。 財貨等の取得に 対して犠牲と 

なる経済価値は 多くの場合貨幣であ る。 すな 

わち貨幣の支払いと 引替えに財貨や 権 利等が取 

得されて資産となる。 そのために取得した 財貨 

等の資産は，反対給付たる 貨幣の支払 額 をもっ 

て，その資産額が 測定されることとなる。 これ 

は，貨幣の価値 額 表示能力ならびに 取得した 財 

貨 等とその反対給付たる 貨幣とが等価交換さ 

れ，したがって 取得価額は，当該財貨の 取得時 

における経済価値を 表わすという 仮定によるも 

のであ る。 なお問題は物々交換によって 取得し 

た 財貨や贈与を 受けた財貨等については ， こ 

れを貨幣価値的に 測定することに 問題があ る。 

物々交換によって 取得した財貨等については ， 

こちらが相手方に 引渡した財貨の 帳 簿価額をも 

って，取得した 財貨等の測定額とすればよいの 

であ るが，贈与を 受けた財貨等については ，直 

接これを貨幣的に 測定することができない。 

第四の属性は ，資産たるべき 財貨等はこれを 

所有したり，支配管理している 企業の目的活動 

遂行のために 利用され， そのさいに企業に 対し 

て一定の用役を 提供する能力をもっているとい 

うことであ る。 すなわち資産はこれを 所有等す 

る企業に対して 有用性を発揮し ，企業の目的活 

動に対して直接またほ 間接に貢献しうる 能力を 

備えていなければならない。 この有用性の 発揮 

される形態はきわめて 多様であ り，資産の種類 

に よ り， またその使用の 仕方によって 相違して 

いる。 また資産を所有等する 企業の目的活動へ 

の貢献の仕方も ，直接的であ ったり，間接的で 

あ ったりする。 直接的な貢献とは ，営利企業の 

場合には，売上収益の 獲得に役立つとか ，その 

他利益 稼得 のために奉仕することであ る。 これ 

ケこ 対して間接的貢献とは ，利益獲得等にただち 

に役立つわ け で は ないが， まず一定の目的の 達 

成 に貢献し， これがまわりまわって 利益追求の 

助げとなることをさしている。 たとえば法人税 

の支払いに充てられる 現金は，利益獲得にはか 

かわりがないが ，法人税の支払いは 法人たる 企 

業の義務であ り， また目の政府活動によるサー 

ビスに対する 対価の支払いとみなすことがで 

き ， これによって 企業が安全に 経営活動を行な 
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うことが可能となり ，その結果として 利益追求 

が行なわれることになる。 このようにして 企業 

の目的活動の 遂行に間接的に 貢献する資産も 多 

種にわたって 存在するのであ る。 なお現金は資 

産としての有用性がもっとも 多様な形で発揮さ 

れうるものであ って，いわば 万能な有用性を 蔵 

しているといっても 過言ではない。 

若干の例外はあ るにせよ，以上に 述べた 4 つ 

の属性ないし 要件をすべて 同時にそなえたもの 

だけが，会計上資産たるべき 資格，すなわち 資 

産性を認められる。 以上の要件のうち 上つでも 

欠くところがあ れば，その財貨等の 資産性は認 

められないこととなる。 また以上の 4 つの要件 

は，財貨等の 資産性等を判別する 場合における 

規準として役立つものであ る。 

IV. 資産の本質観について 

資産の木質 観は ，企業会計についての 基本的 

認識のいかんによって 決定される。 企業会計の 

本質認識については 種々 な 見解があ り， またこ 

れに応じて，資産の 本質観にも多くのものがあ 

る。 ここでは，かつての 歴史的な本質細から 現 

行 のそれにいたるまでの 3 つの代表的なものを 

とりあ げて，その資産の 本質観の特質，その 操 

作にかかわる 測定法，かかる 資産本質観の 基礎 

にあ る会計 観 ， さらにこれを 基礎づける事情 す 

なわち会計をめぐる 環境的特質について 考察す 

ることとしたい。 ここでとりあ げる資産の本質 

親 は，債務返済手段 説 ，将来費用 説 および用役 

提供力説であ る。 

1. 債務返済手段 説 

債務返済手段 説 とは，資産の 本質を債務返済 

のための支払手段として 認識する見解であ る。 

この考え方に よ れば，企業が 清算される場合を 

前提として，資産は ，債権 者に対する債務を 返 

済するさ い における，支払のための 源資 であ る 

とみなされる。 そのためにこの 資産本質 観 のも 

とにおいてほ ， 現金預金， 営業債権 ， 棚 師資 

産 ，有形固定資産，法律上の 権 利たる無形固定 

資産，投資，有価証券等貨幣性資産や 売却処分 

によって換金される 資産 ャ こついてのみ 資産性が 

認められており ，繰延資産等のごとき ，たんな 

る計算上の経過項目は 資産性を認められないこ 

とになる。 このようにして ， この資産観におい 

てほ，支払手段たる 能力の有無が 資産たるべ き 

要件とされていたのであ り， この要件に基づい 

て資産の範囲が 画されていた。 それではこの ょ 

う な資産額はどのような 会計観に基づくもので 

あ ろうか。 

企業の会計報告が ，企業に対する 短期資金の 

提供者たる短期債権 者にむげての 企業の信用能 

力の公開表示を 主たる目的として 行なわれてい 

た 当時の会計 観 がこの資産観を 生み出したとい 

うことができる。 すなわち短期債権 者に対する 

企業の財産状態の 表示を目的として ，貸借対照 

表が財務諸表の 王座を占めていた 財産計算中心 

の会計観においてほ ，企業資産を 債務返済のた 

めの 源資 とみなすことが ， この会計 観と斉 合す 

るからであ る。 この会計観においては ，貸借対 

照表 は 債務をもれなく 完全に表示するとともに 

これを返済するための 手段を資産として 対照表 

示しなければならない。 とりわけ短期債務の 返 

済を考えた場合，流動資産 は その支払手段とし 

てもっとも重要なものであ る。 したがって流動 

負債に対する 比率であ る流動比率や 当座資産の 

流動負債に対する 比率であ る当座比率が ，企業 

の 債務返済能力を 表わす指標として 重要視され 

たことはいさまでもない。 

企業の債務返済という 視点からすれば ，固定 
資産といえども ，企業の経営目的遂行のための 

経営資産というよりも ， これを売却処分して 流 

動 資産化し，債務返済に 充てうるものとみる 見 

方が会計報告の 目的に斉合するものであ るとい 

わなければならない。 この ょう にして企業の 信 

用能力表示を 目的とする財産計算を 会計の第一 

義 的な課題とする 会計 観 のもとにおいては ，資 

産をもって債務返済のための 源資 とする資産の 

木質 観 が支配的であ った。 
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このような会計観や 資産本質観を 生ぜしめた 

社会的，経済的背景はどのようなものであ った 

のであ ろうか。 このような見解が 支配していた 

当時においては ，企業の規模 は 比較的山であ 

り，機械 制 大工業の発達もまだみられるにいた 

らなかったために ，企業の資産構成において ， 

流動資産の占める 比率が固定資産のそれに 比し 

て相対的に大であ った。 流動資産の調達のため 

の資金は短期資金により ，固定資産のための 資 

金は長期的資金に ょ るのが健全であ るという企 

業財務の原則に 従えば，流動資産の 調達のため 

の資金であ る短期債務の 資金調達源泉としての 

重みは大であ り，これを反映して 短期資金の提 

供者たる短期債権 者の企業に対する 力関係と影 

響 力は他の利害関係者に 較べて相対的に 大であ 

ったことが容易にうかがい 知られる。 このこと 

が会計報告にも 反映されて，短期債権 者の情報 

要求にこたえようとする 方向で，財務公開の 内 

容やあ り方が規定される。 かくて前述のごと ぎ 

会計 観と 資産の本質 観 が確立されることとなっ 

たとみるのが 妥当であ る。 

この資産本質 観 のもとにおいては ，資産は個 

個にその見積売却価額，すなわち 処分価額によ 

って測定されるのが 斉合 的であ り，合目的的で 

あ ると考えられる。 しかしながら 実際には， こ 

の測定基礎と 並んで，取得原価による 測定も一 

般 に行なわれていたのであ る。 

この資産本質 親 は，前節において 述べた資産 

たるべき要件のうち ，有用性 ケ ことくに焦点があ 

てられ， これを前面に 押し出す形で 資産の木質 

認識を行なったものとみることができる 0 この 

場合における 資産の有用性は ，売却処分によっ 

て支払資産にかえ ， これをもって 債務の返済を 

行ないうる点で 企業に対してサービスを 提供す 

るものとみることができる。 このように有用性 

の 内容も会計観や 資産の本質観によって 規定せ 

られるであ る。 

2. 将来 丑 月読 

資産を将来費用とみる 見解に ょ れば，資産は 

その取得にさいして 費 された原価として 認識さ 

れる。 そして期末における 資産の在 高は ，取得 

原価のうち経営活動に 対して 末 費消の部分を 表 

わし，将来の 期間において 収益の獲得にあ てら 

れるべ き ものとされる。 すなわち将来収益の 獲 

得に貢献した 場合に，収益に 賦課され， これに 

対応せしめられるべ き未 費消の原価，つまり 将 

来費用として 把握されるのであ る。 これを別の 

見方からすれば ，資産は将来において 収益を獲 

得することのできる 力の貯蔵 であ り，将来収益 

に課されて費用となるべ き未 経過項目として 理 

解することができる。 

資産の取得原価のうち 当期の経営活動に 利用 

されて費消され ， 当期の収益の 獲得に貢献した 

部分が，損益計算上当期の 収益に対応される 費 

用となる。 これに対して 当期の経営活動におい 

ては利用も費消もされることなく ，そのために 

当期の損益計算からは 除外され，将来の 期間に 

おいて利用ないし 費消されて，将来収益に 対応 

されるべき原価部分を 資産として貸借対照表に 

計上し，次期以降の 期間に繰越してゆく。 この 

考え方に ょ れば， 当期費用も将来費用たるべき 

資産も本質的に 相違はなく，ただ 収益に対応さ 

れる期間のちが い から両者が区別されるにすぎ 

ないめであ る。 

将来費用 説は ，資産を損益計算の 立場から 把 

握 しょうとするものであ る。 この本質 親 は，企 

業会計をもって ，継続事業を 前提とし，企業の 

収益 力 を測定するためのシステムと 観念するも 

のであ る。 すなわち企業会計を ，企業の収益 力 

に 関心を有する 株主や長期債権 者の情報要求の 

充足，つまり 投資意思決定に 必要な財務内容を 

開示することを 主要な会計目的とするものとし 

て認識し，それ 故に期間損益の 正確かつ精練な 

計算をもってその 課題たらしめる。 この ょう に 

期間損益計算をもって 会計の課題とする 会計観 

にあ っては，貸借対照表は 財産計算の手段では 

なく，損益計算に 奉仕する財務表として 認識さ 

れる。 この会計観にあ っては基本的，典型的に 

貸借対照表の 借方項目であ る資産は将来費用 た 
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る べ き 大経過項目として ，また貸方側は 将来収 

益たる 禾 経過項目として 把握され，結局貸借対 

照表は当期の 損益計算書と 次期の損益計算書と 

を結びつけ ろ 連結 環 として位置づげられる。 

それではこの ょう な会計 観 および資産本質 観 

が 成立する社会経済的背景はどのようなもので 

あ ろうか。 株主や長期債権 者 ( 社債権 者を代表 

とする ) は投資家ともよばれ ，企業の長期的資 

金の提供者であ る。 企業が大規模化し ，機械 制 

大工業が発達普及してくると ，企業総資産に 占 

める固定資産部分の 比率が相対的に 大となる。 

固定資産の調達のための 資金源泉は長期的資金 

すなわち長期負債と 株式資本金であ る。 長期資 

金の提供者は 投資家を代表とするものであ る。 

したがって企業の 長期資金提供者としての 投資 

家の重要性と 影響力は自ら 高まることとなる。 

投資家の企業に 対する関心は ，企業の収益力に 

あ り，企業の期間利益によって 投資意思の決定 

を行なう。 株主は， とりわけ，企業の 期間利益 

より配当を受けるのであ るから， これを知ろさ 

とする必要が 大であ る。 また長期債権 者にとっ 

ても，収益力 め 大なる企業こそ 長期的に経営が 

安定しており ，その資金投下額の 回収も利子の 

支払いも保証されて 好ましい投資対象であ る。 

このことほ短期債権 者についてもまったく 同様 

であ る 0 つまり短期債権 者もこのような 目で企 

業を評価することが ，正しい意思決定につたが 

るのであ る。 このよう ヤ こして企業をとりまく 利 

害 関係者の主たる 関心が，企業の 収益 力 すなわ 

ち期間利益に 向げられることとなる。 この ょう 

な事情を反映して 企業会計の主題が 期間損益計 

算におかれ，既述のごとき 会計 観 および資産木 

質 観 が成立したとみることができる。 

資産の将来費用 説 においては，資産の 本質を 

損益計算指向の 立場でその取得に 要した原価と 

して把握しょうとするところから ，資産の測定 

v こ あ たっては取得原価が 採用される。 資産の期 

末における貸借対照表価額は ，取得原価のうち ， 

当期の損益計算に 関与せられなかった 部分をも 

って算定される。 すなわち取得原価主義がこの 

資産木質観や 会計 観と斉 合しているのであ る。 

この資産 観は ，資産の本質を 表わす属性の 5 

ち ，経済価値の 犠牲という側面に 焦点が合わさ 

れている。 取得原価 は 資産の獲得のために 必要 

な反対給付であ り，経済価値の 犠牲にほかなら 

ないからであ る。 

3. 用役提供力説 

この考え方によれば ，資産とほ経営目的の 遂 

行のために企業に 投入された資源の ， 目的活動 

の遂行に貢献することのできる 能力，すなわち 

用役提供力 め 総体であ ると認識される。 用役 提 

快カとは，企業の 経済的要求を 満たすことので 

きる能力を意味している。 営利企業についてみ 

るならば，企業行動の 動機であ る利潤追求とい 

う要求を直接または 間接に充足することのでき 

る 能力をもつものを 資産と観念し ， これをもっ 

て資産の本質を 認識しようとするのであ る。 こ 

の資産木質観によれば ，現金預金，有価証券， 

営業債権 ，棚卸資産，有形固定資産，無形固定 

資産，投資，繰延資産等，資産のほとんどすべ 

てが用役提供 力 をもって，統一的に 首尾一貫し 

て説明される。 現金についてみるならば ，用役 

提供 力は 最高に大であ り， かっ万能であ る。 そ 

れは現金をもって ，経営上必要なすべての 資源 

または各種の 用役を購入することができ ， また 

利益分配，債務の 返済等にも充てることができ 

て，あ らゆる種類の 用役提供 力 を自由に獲得， 

利用することができ ，企業のほとんどすべての 

必要を満たしうる 力をもっているからであ る。 

用役提供力説 は，必 らずしも特定の 会計 観 と 

のみ結合し，斎会的であ るというものでほな 

い。 多くの会計 観と 斎会的であ りかつまた種々 

の資産を例外なく 統一的かつ一元的に 説明する 

ことができるところから ， この考え方は 広く 採 

崩 されている。 資産の木質を 原価とみ，将来費 

用と観俳する 立場においても ，用役提供力説ほ 

これと矛盾するものではないので ，必要に応じ 

てこれを援用することが 可能であ る。 

資産の測定との 関連についてみると ， この 資 
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産 本質 観は ，効益価値の 系統に属する 将来納収 

入の現在価値や 収益還元価値などと 斉 合するも 

のであ るが，取得原価などとも 結びっくことが 

できてその適用範囲はかなり 広い。 なおこの見 

解が，資産の 一般的要件としての 有用性に着目 

し ， これをクローズ・アップしたものであ るこ 

とはい う までもない。 

V.  おわりに 

以上企業会計という ，人が長年月をかけて 作 

りあ げてぎた，社会的必要を 満たすためのシス 

テムの本質をあ らためて再認識することを 意図 

して，本稿をとりまとめた。 この作業はものの 

本質認識のための 図式を出発点として ，主要な 
資産本質観を 検討し，その 特質を描き出そうと 

する試みを内容とする。 かかる問題のとりあ げ 

方 をしたのは，会計学がこれまでになく 広い範 

囲の問題に取組まざるをえなくなってきてお 

り， また種々の学際的方法の 導入によって ，い 

わば混沌とした 状態 ァこ 陥っている現状からぬ げ 

出して， 斬 らしい秩序を 形成すべき時期が 到来 

したのではないかと 考えたからにほかならな 

Ⅰ )o 

このような問題意識に 従って理論的作業を 行 

かうにあ たっては，企業会計上の 主要事項につ 

いて， これを純粋に 方法論的視点から 分析しな 

おすのが有効ではないかと 判断した。 ここに採 

用した分析方法は ，筆者の思考の 産物であ るが 

故に ， ．これが充分な 批判に耐えうるものであ る 

か， またこれを用いての 分析が普遍性をもち ぅ 

るか否かほついては ， さらに今後の 努力に期さ 

なければならないと 考えている。 

( 横浜国立大学経営学部教授 コ 


